
１．息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）
・発熱等体調不良の自覚

 直接医療機関に電話で相談する。受診先に迷う場合、「受
診・相談センター」に電話で相談する。または，

 健康支援センターに相談する。
 症状消失後二日が経過するまで来学しない。

２．保健所から濃厚接触者と特定された場合

 保健所からの指示に従い自宅等で待機。
 健康支援センターに連絡する。
 来学しない。

３．○同居する家族が濃厚接触者と特定された場合
○本人が濃厚接触者の特定を受けないが，濃厚
接触が疑われる場合

 健康支援センターに連絡する。

居住地の新型コロナウイルス感染症相談窓口
受診・相談センター，保健所
豊橋市は豊橋市保健所（開設時間9:00～17:00）

（夜間・土日祝日はオンコール(24時間)体制）
通常の健康相談窓口も開設しています
電話番号：0532-39-9119

豊橋技術科学大学健康支援センター
(平日9:00～17:00)
電話番号：0532-44-6632
E-Mail:kenkou@office.tut.ac.jp
休日・時間外
E-Mail:kenkou@office.tut.ac.jp

（学生・教職員）症状発生時における対応・大学への連絡フロー

新型コロナウイルス感染症検査を受けることとなった場合必ず

健康支援センターへの連絡と同時に，
 授業等の欠席を要する学生は本人から指導教

員・クラス担任または教務課教務係へ連絡。
欠席した場合は，後日，補講・追試等の実施，授業中
に課すものに相当するレポート課題等を実施します。
◎教務課教務係（受付時間：平日8:30～17:15）
電話番号：0532-44-6545

 教職員は本人から所属長へ連絡する。

医療機関受診（診断、治療）

来訪による報告は行わないようお願いします。
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